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周南市工事積算内訳公表要領 

 

（趣旨）  

第１条  この要領は、周南市が発注する建設工事（以下「工事」という。）の透明性の向上

を図るため、積算内訳の公表について必要な事項を定めるものとする。 

（対象工事）  

第２条 設計金額２００万円を超える競争入札に付する工事を対象とする。  

（公表内容）  

第３条 予定価格の算出に用いた積算内訳を次の各号に掲げるとおり公表するものとする。 

⑴ 営繕系工事 工事費内訳、種目別内訳、科目別内訳及び中科目別内訳 

⑵ 土木系工事 工事費内訳表、明細表及び施工代価表等含む全て 

（公表の時期及び期間）  

第４条 請負契約を締結後、速やかに公表するものとし、公表した日から１年間とする。 

（公表の方法）  

第５条 周南市入札情報公開システムを利用して閲覧に供する方法により、公表するもの

とする。 

（その他）  

第６条 この要領による積算内訳の公表については、周南市情報公開条例（平成１６年周

南市条例第３６号）の規定に基づく情報公開請求を排除するものではない。  

 

附 則 

この要領は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２６年６月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和４年４月１日から施行し、施行の日以後に公告又は指名通知する入札

について適用する。 

附 則 



この要領は、令和８年３月１１日から施行し、施行の日以後に公告又は指名通知する入

札について適用する。 

 


